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宮崎市紙入札参加心得（建設工事等）

令和２年４月１日

第１ 目的

１ この心得は、宮崎市（以下「本市」という。）が紙媒体を使用して行う入札において、当該

入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）が遵守しなければならない事項を

定めるものとする。

第２ 法令等の遵守

１ 入札参加者は、地方自治法（昭和22年法律第67号）、同施行令（昭和22年政令第16号）、宮

崎市財務規則（平成元年規則第１号。以下「規則」という。）及びこの心得を遵守しなければ

ならない。

２ 入札参加者は、入札に際し、本市の指示に従い、円滑な入札に協力し、正常な入札の執行を

妨げたり、他の入札参加者の入札を妨害するようなことを避けるほか、常に公共工事を推進す

るにふさわしい入札参加者として入札に臨まなければならない。

３ 入札参加者は、設計図書等（図面、仕様書及びその他交付書類）、その他契約締結に必要な

条件を熟知の上、入札しなければならない。

第３ 公正な入札の確保

１ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）、

刑法（明治40年法律第45号）等に抵触する行為を行ってはならない。

２ 入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入

札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しては

ならない。

第４ 入札書の提出

１ 入札参加者は、入札書及び関係書類を本市があらかじめ指定する日時に提出しなければなら

ない。

また、入札書は本市が指定した所定の様式を使用し、入札書に記載する件名及び工事等の場

所は指名通知書又は公告等に記載されている内容と一致させるものとする。

第５ 代理人による入札

１ 代理人が入札に参加する場合、入札時に委任状を提出するものとし、委任状の捨印は指名登

録時に登録した使用印とする。なお、入札書・工事費内訳書の捨印は代理人の印鑑とする。

２ 受任者は委任状に押印した印鑑を入札当日に持参するものとする。

第６ 工事費内訳書

１ 建設工事にあっては工事費内訳書の提出を要するものとし、入札時に入札書と一緒に提出す

るものとする。ただし、２回目以降の入札においては、工事費内訳書の提出は不要とする。

２ 提出後の工事費内訳書の取扱いについては次のとおりとする。

（１）一旦提出された工事費内訳書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

（２）提出された工事費内訳書は返却しない。

（３）提出された内訳書は公正取引委員会等へ提出する場合がある。
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第７ 入札保証金

１ 入札保証金の率は、入札金額（消費税額を含む。）の100分の５以上とする。ただし、規則第

122条第2項の規定に該当する場合は免除する。

第８ 入札の辞退

１ 入札参加者は、入札を希望しない場合は、入札書を提出する前はいつでも辞退することがで

きる。

２ 入札参加者は、入札を辞退する場合は、事前に入札辞退届を契約課長に直接持参又は郵送に

より提出するものとする。また、入札執行中に辞退する場合は、入札辞退の旨を明記した入札

書を入札執行者に直接、提出するものする。

３ 入札開始時間までに入札室に入室しなかった場合は、当該入札参加者が入札を辞退したもの

とみなす。

４ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札について不利益な取扱いを受けるもので

はない。

第９ 入札書の書換え等の禁止

１ 入札参加者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。入札金額

の記入誤り等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札価格の無効の訴えを提起することができ

ない。

第10 入札の中止等

１ 指名競争入札において、入札参加者が一人の場合は、競争性がないものとみなし、入札の執

行を中止するものとする。

２ 入札参加者が第２及び第３の規定に抵触したとき等、本市が必要と認める場合は、入札の執

行を延期し、当該入札に関する調査を行うことができる。

また、調査の結果、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札の

執行を中止することができる。

３ 前項の規定により本市が調査を行うときは、入札参加者は調査に協力しなければならない。

４ 入札執行に際して、天災地変、その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延期又

は中止することができる。

第11 開札

１ 開札は、指定した日時に行い、落札者を入札参加者に明らかにするものとする。

第12 入札の効力

１ 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）入札参加資格がない者が行った入札

（２）入札書に記名、押印のない入札

（３）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

（４）委任状を持参しない代理人が行った入札

（５）入札書の記載事項が確認できないもの若しくは入札書記載の金額を加除訂正したもの又は

氏名に押印のないもの

（６）一の入札に同一の入札者から２通以上の入札書が出されたもの

（７）二人以上の者から委任を受けた者が行った入札

（８）談合その他不正の行為があった入札
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（９）入札の際に提出していただく工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合

①工事費内訳書が提出されていない。

②提出された工事費内訳書が白紙である。

③明らかに別工事の工事費内訳書と判断される。

④工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる。

第13 落札者の決定方法等

１ 落札者の決定方法は、次による。

（１）条件付一般競争入札にあっては、入札の公告に定めるところによる。

（２）指名競争入札にあっては、地方自治法第234条の定めるところにより予定価格の範囲内での

価格で最低制限価格以上の入札書を提出した者（第12の規定により無効となった者を除く。）

のうち、最低の価格で入札した者を落札者とすることを原則とする。なお、落札者となるべ

き最低の価格で入札をした者が２人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。

２ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算

した金額（当該額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。）を

もって落札価格とするため、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額（いわゆる税抜き価格）

を入札書に記載しなければならない。

第14 再度の入札

１ 初回の開札において、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がな

いときは、直ちに再度の入札を行うことができる。

２ 再度の入札の回数は原則２回までとし、入札回数は初回を含めて原則３回までとする。ただ

し、入札参加者は入札書を最低４枚準備するものとする。

３ 次に掲げる者（第３号に掲げる者にあっては、初回の入札において最低制限価格より低い価

格の入札があった場合に限る。）は、再度の入札に参加することができない

（１）初回の入札に参加しなかった者

（２）初回の入札が無効となった者

（３）初回の入札で予定価格を超えて参加した者

第15 異議の申立て

１ 入札の執行後においては公告、指名通知書、設計図書及び仕様書の内容が不明とした異議の

申立ては行えないものとする。

第16 契約書の作成

１ 落札者は、落札決定日の翌日から７日以内に契約書を作成し、記名押印のうえ提出するよう

努めなければならない。

第 17 議会の議決に付すべき契約の取扱い

１ 規則第 104 条第１項による仮契約の締結後から議会の議決までの間に、仮契約の相手方（共

同企業体の場合はその構成員を含む。）が、次の各号のいずれかに該当することとなったとき

は、仮契約を解除することができる。この場合において、本市は、一切の損害賠償の責めを負

わないものとする。

(１)不正又は不誠実な行為があったことが明らかになり、契約の相手方として不適当であると認
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められるとき。

(２)契約の履行が困難であると認められる事由が生じたとき。

(３)入札公告に掲げる応募資格要件を満たさなくなったとき又は宮崎市建設工事等に係る指名

停止等の措置に関する要綱（平成６年告示第 198 号）に基づく指名停止措置を受けたとき。

第18 その他

１ 「資本関係又は人的関係がある者の同一入札への参加制限について」に留意すること。

２ この心得に定めのない事項については、本市の指示するところによる。

第19 施行日

１ この心得は、令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、施行日

以後に入札の公告を行う案件について適用し、施行日前に入札の公告をした案件については、

なお従前の例による。


